
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

八

六

号

複
数
回
申
請
者
の
難
民
認
定
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

内

康

一

86



複
数
回
申
請
者
の
難
民
認
定
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
、
外
務
省
が
財
団
法
人
ア
ジ
ア
福
祉
教
育
財
団
難
民
事
業
本
部
を
通
じ
て
支
給
す
る
「
保
護
費
」

の
支
給
基
準
が
厳
格
化
さ
れ
、
難
民
認
定
申
請
を
二
回
以
上
行
っ
て
い
る
者
は
、
一
回
目
の
申
請
に
お
け
る
不
認
定
処
分
に
つ

い
て
地
裁
係
争
中
の
者
を
除
い
て
保
護
費
支
給
の
対
象
外
と
さ
れ
た
。
難
民
認
定
申
請
者
の
多
く
が
就
労
資
格
を
得
ら
れ
ず
、

他
の
公
的
支
援
も
存
在
し
な
い
状
況
に
鑑
み
て
、
保
護
費
は
多
く
の
申
請
者
に
と
っ
て
唯
一
の
命
綱
と
言
え
る
。
ま
た
、
法
務

省
入
国
管
理
局
の
難
民
認
定
基
準
は
厳
格
で
あ
り
、
全
国
難
民
弁
護
団
連
絡
会
議
に
よ
れ
ば
、
裁
判
や
二
回
目
以
降
の
申
請
で

難
民
認
定
を
受
け
る
者
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
以
上
に
鑑
み
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

複
数
回
申
請
者
の
難
民
認
定
状
況
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
か
ら
平
成
二
十
一
年
の
五
年
間
に
難
民
と
し
て
認
定
さ
れ
た
二
百
八
名
（
異
議
申
立
手
続
に
お
け
る
認
定
者

を
含
む
）
中
、
二
回
目
以
降
の
難
民
認
定
申
請
手
続
ま
た
は
異
議
申
立
手
続
に
お
い
て
難
民
認
定
を
受
け
た
者
の
数

二

保
護
費
の
支
給
状
況
に
つ
い
て

�

平
成
二
十
二
年
九
月
末
現
在
で
保
護
費
を
受
給
し
て
い
た
者
の
数
、
国
籍

�

平
成
二
十
二
年
九
月
末
現
在
で
保
護
費
を
受
給
し
て
い
た
者
の
平
均
受
給
期
間

一



三

難
民
認
定
申
請
者
の
多
く
が
就
労
資
格
を
得
ら
れ
ず
、
他
の
公
的
支
援
も
存
在
し
な
い
状
況
に
鑑
み
て
、
保
護
費
は
多
く

の
申
請
者
に
と
っ
て
唯
一
の
命
綱
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


